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東
京
都
震
災
復
興
本
部
の
設
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
六
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
規
則
第
百
十
二
号

東
京
都
震
災
復
興
本
部
の
設
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
震
災
復
興
本
部
の
設
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
六
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
環
境
局
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
祉
局

一

震
災
復
興
に
係
る
地
域
福
祉
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

二

社
会
福
祉
施
設
等
の
再
建
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
局
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

三

震
災
復
興
に
係
る
生
活
支
援
対
策
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
局
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
。

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
震
災
復
興
に
係
る
社
会
福
祉
及
び
社
会

保
障
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
局
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

別
表
福
祉
保
健
局
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

保
健
医
療
局

一

震
災
復
興
に
係
る
地
域
医
療
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

二

医
療
機
関
の
再
建
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
局
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三

震
災
復
興
に
係
る
保
健
対
策
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
局
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

四

震
災
復
興
に
係
る
生
活
環
境
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

五

地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
病
院
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
震
災
復
興
に
係
る
保
健
衛
生
及
び
医
療

に
関
す
る
こ
と
（
他
の
局
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
六
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
三
号

東
京
都
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

東
京
都
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都

規
則
第
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
環
境
局
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
祉
局

福
祉
局
長

一

乳
幼
児
、
妊
産
婦
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
救
護
、

安
全
確
保
及
び
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

二

救
援
物
資
の
備
蓄
、
運
送
及
び
配
分
に
関
す
る
こ
と
。

三

避
難
者
の
運
送
及
び
避
難
施
設
の
設
営
に
関
す
る
こ

と
。

四

義
援
金
品
の
受
領
及
び
配
分
に
関
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
救
助
及
び
保
護
に

関
す
る
こ
と
（
他
の
局
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

別
表
第
一
福
祉
保
健
局
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

保
健
医
療
局

保
健
医
療
局
長

一

医
療
及
び
防
疫
に
関
す
る
こ
と
。

二

遺
体
の
検
案
及
び
こ
れ
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ

と
。

三

赤
十
字
標
章
の
交
付
及
び
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

四

地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
病
院
機
構
に
関
す
る

こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
健
衛
生
に
関
す

る
こ
と
（
他
の
局
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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東
京
都
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
六
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
四
号

東
京
都
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
二
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
、
福
祉
保
健
局
健
康
危
機
管
理
担
当
局
長
」
を
削
る
。

別
表
第
一
環
境
局
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
祉
局

福
祉
局
長

一

社
会
福
祉
施
設
等
に
お
け
る
感
染
防
止
等
に
関
す
る

こ
と
。

二

乳
幼
児
、
妊
産
婦
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
支
援
に

関
す
る
こ
と
。

三

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
時
に
お
け
る
他
の

局
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
福
祉
保
健
局
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

保
健
医
療
局

保
健
医
療
局
長

一

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
の
状
況
の
把
握
及

び
対
応
方
針
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
分
野
に
限

る
。
）
。

二

感
染
予
防
策
の
広
報
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
分

野
に
限
る
。
）
。

三

都
民
、
医
療
機
関
等
か
ら
の
相
談
に
関
す
る
こ
と

（
保
健
医
療
分
野
に
限
る
。
）
。

四

患
者
発
生
時
の
積
極
的
疫
学
調
査
、
病
原
体
検
査
並

び
に
感
染
症
指
定
医
療
機
関
へ
の
勧
告
入
院
及
び
患
者

の
移
送
等
に
関
す
る
こ
と
。

五

医
療
の
提
供
体
制
の
確
保
及
び
医
療
等
の
実
施
の
要

請
又
は
指
示
に
関
す
る
こ
と
。

六

予
防
接
種
に
係
る
連
絡
調
整
及
び
技
術
的
助
言
に
関

す
る
こ
と
（
他
の
局
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七

抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
薬
等
医
薬
品
の
確
保

等
に
関
す
る
こ
と
。

八

国
、
区
市
町
村
等
と
の
連
絡
調
整
（
保
健
医
療
分
野

に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

九

遺
体
の
検
案
に
関
す
る
こ
と
。

十

遺
体
の
取
扱
い
及
び
埋
葬
・
火
葬
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
病
院
機
構
に
関
す

る
こ
と
。

十
二

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
健
衛
生
及
び

医
療
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
災
害
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
六
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
五
号

東
京
都
災
害
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
災
害
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
東
京
都
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
の
表
東
京
消
防
庁
（
次
長
）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
祉
局
（
福
祉
局
長
）

一

乳
幼
児
、
妊
産
婦
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
救
護
、
安
全
確
保
及
び
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

二

救
助
物
資
の
備
蓄
、
輸
送
及
び
配
分
に
関
す
る
こ
と
。
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三

避
難
者
の
輸
送
及
び
避
難
所
の
設
営
に
関
す
る
こ
と
。

四

義
援
金
品
の
受
領
及
び
配
分
に
関
す
る
こ
と
。

五

災
害
時
に
お
け
る
他
の
局
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
救
助
及
び
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
局
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

第
八
条
第
一
項
の
表
福
祉
保
健
局
（
福
祉
保
健
局
長
）
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

保
健
医
療
局
（
保
健
医
療
局
長
）

一

医
療
及
び
防
疫
に
関
す
る
こ
と
。

二

遺
体
の
検
案
及
び
こ
れ
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

三

地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
病
院
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

四

災
害
時
に
お
け
る
他
の
局
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
健
衛
生
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
局
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
六
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
六
号

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
東
京
都
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
東
京
都
東
村
山
福
祉
園
の
項
中
「
八
人
」
を
「
十
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
八
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

東
京
都
工
事
関
係
基
準
協
議
会
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
東
京
都
訓
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
六
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
三
項
中
「
福
祉
保
健
局
総
務
部
長
」
を
「
福
祉
局
総
務
部
長
、
保
健
医
療
局
総
務
部
長
」

に
改
め
る
。

第
八
条
第
四
項
中
「
福
祉
保
健
局
総
務
部
契
約
管
財
課
長
」
を
「
福
祉
局
総
務
部
調
整
担
当
課
長
、

保
健
医
療
局
総
務
部
総
務
課
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
号

東
京
都
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
九
年
東
京
都
条
例
第
三
十
九
号
）
第
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
出
資
等
法
人
に
つ
い
て
変
更
し
た
の
で
、
東
京
都
文
書
管
理
規

則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
規
則
第
二
百
三
十
七
号
）
第
六
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
し
た
法
人

公
益
財
団
法
人
東
京
都
保
健
医
療
公
社

二

指
定
解
除
日

令
和
四
年
七
月
一
日
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
一
号

東
京
都
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例
第
五
号
）
第

三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
法
人
に
つ
い
て
変

更
し
た
の
で
、
知
事
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
則
（
平
成

十
一
年
東
京
都
規
則
第
二
百
三
十
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
し
た
法
人

公
益
財
団
法
人
東
京
都
保
健
医
療
公
社

二

指
定
解
除
日

令
和
四
年
七
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
二
号

東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第

百
四
十
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
出

資
等
法
人
に
つ
い
て
変
更
し
た
の
で
、
東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト

条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
六
号
）
第
十
五

条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
し
た
法
人

公
益
財
団
法
人
東
京
都
保
健
医
療
公
社

二

指
定
解
除
日

令
和
四
年
七
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
三
号

東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第

百
四
十
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
出

資
等
法
人
に
つ
い
て
、
令
和
五
年
七
月
一
日
付
け
で
変
更
す
る
の
で
、

東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規

則
第
百
四
十
六
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
五
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

変
更
前
の
法
人
の
名
称

公
益
財
団
法
人
東
京
学
校
支
援
機
構

二

変
更
後
の
法
人
の
名
称

公
益
財
団
法
人
東
京
都
教
育
支
援
機
構

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
四
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
五
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
五
年
七
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

辰
巳
一
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

江
東
区
辰
巳
一
丁
目
二

番
ほ
か

九
一
区
画

新
宿
四
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

葛
飾
区
新
宿
四
丁
目
十

六
番
ほ
か

三
八
区
画

仙
川
ア
パ
ー
ト
駐
車
場

調
布
市
緑
ケ
丘
二
丁
目

二
十
五
番
ほ
か

一
八
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
七
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
五
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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